
地域懇談会の開催について

１．開催趣旨
合併新法第６５条に基づく国の助言（平成１７年５月３１日総務省大臣官房審

議官通知）には、審議会においては 「それぞれの市町村が将来にわたりどのよ、

うに市町村を運営していくのか等についての基本的な方針を聴くこと 」とされ。

ており、審議会の審議に市町村の意見を十分反映させる趣旨から、審議会委員が

各地域に出向き、直接、市町村長及び市町村議会議長等の意見交換を行うことと

し、下記のとおり「地域懇談会」を実施する。

２．参加者（予定）
（１）旧合併特例法下における非合併市町村３２団体の長及び議長

（日程調整のつかない場合は、共に代理出席も可能）

（２）熊本県市町村合併推進審議会委員及び事務局

３．開催日程等
※表中 （ ）内は市町村数、

１１月１１日（金）会場：玉名地域振興局

及び阿蘇広域行政事務組合「未来館」

10:00～12:00 玉名振興局管内（４）

14:00～16:00 阿蘇振興局管内（５）

１１月１７日（木）会場：人吉市総合福祉センター

13:30～16:00 球磨振興局管内（９）

（ ） （ ）１１月１８日 金 会場：ウェルシティ熊本 熊本厚生年金会館

宇城振興局管内（３ 、鹿本振興局管）

13:30～16:00 内（１ 、菊池振興局管内（２ 、上益城） ）

（ ）、 （ ）、振興局管内 ４ 天草振興局管内 １

熊本市

１１月２２日（火）会場：芦北地域振興局

10:00～12:00 芦北振興局管内（２団体）

４．その他
審議会が行う会議であることから、原則公開とし 「熊本県市町村合併推、

進審議会運営要領 「傍聴に当たっての留意事項」を適用する。」

５．次 第（案）
（１）開 会

（２）事務局説明

（３）意見交換等

（４）閉 会


